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令 和 ７ 年 度 事 業 計 画 

 

 

１．事 業 目 的 

介護保険制度が創設された平成12年以降、日本の高齢化率は年々上昇し、令和7年度には

高齢化率が約30％に達すると見込まれています。また、少子高齢化と人口減少が進行する中

で、地域における介護資源の確保や、持続可能な福祉サービスの提供が喫緊の課題となって

います。 

こうした状況を踏まえ、当法人は、利用者一人ひとりの尊厳を重視した質の高い福祉サー

ビスを提供し、地域に根ざした施設運営を推進します。さらに、職員の専門性向上や働きや

すい環境の整備を図り、安定的な人材確保に努めるとともに、地域包括ケアシステムの一翼

を担い、高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現に貢献します。 

また、当法人は介護保険法に基づく特別養護老人ホームをはじめ、デイサービスセンター

や小規模多機能・認知症対応型グループホーム等の介護保険事業所及び障がい者支援の観点

から障がい者グループホームを適正かつ円滑に運営し、要介護状態にある高齢者並びに障が

い者の方々が尊厳をもって住み慣れた地域で、安心・安全に生活できる環境を提供すること

を目的とします。 

 

２．設置及び経営主体  

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会 

 

３．法人所在地 

     姫路市林田町久保 161番地の 2 

 

４．運営施設 

 特別養護老人ホーム白鳥園（指定介護老人福祉施設） 

       事業所指定番号  姫路市指定 第２８７４０００５４６号 

           利用定数  ７０名 

 

    白鳥園短期入所生活介護（短期入所生活介護事業所） 

     事業所指定番号  姫路市指定 第２８７４０００５４６号 

           利用定数   ６名 

 

    デイサービスセンターはくちょう（通所介護事業所） 

事業所指定番号  姫路市指定 第２８７４００１００７号 

           利用定数  ５０名 

 

  在宅介護支援センターはくちょう（居宅介護支援事業所）            

事業所指定番号  姫路市指定 第２８７４００１０７２号 

利用定数  ３９名 
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姫路市書写・林田地域包括支援センター（姫路市委託事業） 

事業所指定番号  姫路市指定 第２８０４０００１２９号 

 

小規模多機能ホーム燦燦（小規模多機能型居宅介護事業所）              

事業所指定番号  姫路市指定 第２８９４０００１５３号 

           利用登録数 ２５名 

 

     グループホームつむぎ（認知症対応型共同生活介護事業所） 

      事業所指定番号   姫路市指定 第２８９４０００７２４号 

           利用定数  １８名 

 

     地域密着型デイサービスセンターこはく（地域密着型通所介護事業所） 

      事業所指定番号    姫路市指定 第２８９４００１１９３号 

          利用定数  各１８名（午前・午後） 

 

障がい者グループホームみらい（障がい者共同生活援助・短期入所事業所） 

  事業所指定番号    姫路市指定 第２８２４０００５０５号 

       利用定数  １７名（男性ユニット１０名・女性ユニット７名） 

   

事業所指定番号    姫路市指定 第２８１４００３８１６号 

       利用定数   ２名（短期入所各ユニット１名） 

 

５．法人重点項目 

① 利用者本位のサービス提供として、利用者一人ひとりの尊厳を尊重し、個別ケアを重

視した支援を実施すると共に、利用者とご家族の意向を尊重し、共に歩むケアの実践

を目指します。 

② 働きやすい職場環境の整備として、職員の処遇改善と働きがいの向上を図り、人材定

着を促進します。 

③ 人材確保については、外国人雇用も視野に法人全体の人材確保を行います。 

④ 非常災害、感染症発生時における法人内施設の連携及び地域住民との対応の強化を図

ります。 

⑤ 地域との連携と貢献として、在宅介護支援の充実を図り、地域での暮らしを支える仕

組みを強化します。 

⑥ 地域貢献事業として、地域密着型デイサービスセンターこはくの休業日に、「生きが

いデイサービス」を実施します。 

⑦ 経営の安定化と持続可能な運営として、適正な財務管理を行い、健全な法人運営を維

持します。 

⑧ 法令遵守とガバナンスの強化としての、法令・規範を遵守し、公正かつ透明性の高い

法人運営を行います。 

⑨  社会福祉法人として、「社会福祉法人による利用者負担軽減制度」を使った利用者負     

担の軽減を実施します。 
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６．理事会・評議員会の開催予定 

 

 2025年  ５月  監事監査の実施   

 

2025年  ６月   理事会の開催 

役員改選による役員の推薦・事業報告（案）及び決算書（案） 

職務執行状況及び事業実施状況の報告・その他 

 

2025年  ６月   定時評議員会の開催 

役員改選・事業報告（案）及び決算書（案）・その他 

 

2025年１２月  理事会の開催 

補正予算・事業実施状況の報告・その他 

 

2025年１２月  評議員会の開催 

補正予算・事業実施状況の報告・その他 

 

2026年  ３月  理事会の開催 

次年度事業計画（案）及び予算書（案）・その他 

職務執行状況及び事業実施状況の報告 

 

2026年  ３月  評議員会の開催  評議員会の開催 

次年度事業計画（案）及び予算書（案）・その他 

 

 

 


